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平成２２年第４回教育委員会臨時会 

 

平成２２年８月３日午前９時３０分開会 

本庁舎６階 ６０２会議室 

 

議題  （１）会議録署名委員の指名 

    （２）東久留米市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定依頼について 

    （３）東久留米市教育振興基金条例（案）について 

    （４）平成２２年度東久留米市一般会計（教育費）９月補正予算（案）について 

    （５）平成２２年度（平成２１年度分）東久留米市教育委員会の権限に属する事務の 

       管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（案）について 

    （６）その他 

    （７）諸報告 

       ①第１回東久留米市学校給食運営協議会会議録について 

       ②学校給食のヒヤリハット事例について 

       ③第一小学校・第九小学校給食調理業務委託の進捗状況について 

       ④東久留米市立小学校給食調理業務委託事業者選定委員会設置要綱について 

       ⑤２０年間の児童・生徒数の推移について 

       ⑥東部地域（第四小学校）のその後の状況について 

       ⑦「社会教育のあらまし」について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（５名） 

委 員 長 榎 本 隆 司 第一職務代理 井 上 敏 博 

第二職務代理 矢 部 晶 代 委 員 松 本 誠 一 

教 育 長 永 田   昇   

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

東久留米市教育委員会会議規則第１５条の規定に基づき出席を要求した者の職氏名 

教 育 部 長 鹿 島 宗 男 総 務 課 長 下 川 尚 孝 

指 導 室 長 片 柳 博 文 生涯学習課長 田 中   潤 

学校適正化等 
担 当 課 長 

桑 原   茂 学 務 課 長 稲 葉 勝 之 

図 書 館 長 高 梨 顕 彦 教 育 部 主 幹 山 下 一 美 

財 務 部 長 沢 西 晋 之 財 政 課 長 森 田 好 保 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

庶 務 係 長 鳥 越 富 貴 庶 務 係 岡 崎   毅 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会及び開議の宣告 

○委員長 これより平成２２年第４回教育委員会臨時会を開会する。本日は全員出席であり、

会議は成立している。直ちに本日の会議を開く。東久留米市教育委員会会議規則第１５条の

規定により関係職員の出席を求めている。 
（午前９時３３分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎会議録署名委員の指名 

○委員長 日程第１、会議録署名委員の指名について、本日の署名委員は５番松本委員にお願

いする。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎傍聴の許可 

○委員長 傍聴者はおいでになるか。   
○総務課長 おいでになる。 

○委員長 傍聴を許可したいが、よろしいか。異議なしと認め、傍聴の方にお入りいただく。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○委員長 日程第２、「議案第３３号 東久留米市立学校設置条例の一部を改正する条例の制

定依頼について」を議題とする。教育長から提案理由の説明を求める。 

○教育長 「議案第３３号 東久留米市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定依頼につ

いて」、上記議案を提出する。平成２２年８月３日提出、東久留米市教育委員会教育長、永

田昇。提案理由であるが、東久留米市立第四小学校を廃止する必要があるためである。詳細

については学務課長から説明する。 

○学務課長 平成１４年１１月に策定された「東久留米市立学校再編成計画」に基づき、東

部・中部・西部地域の地域内再編成を基本に小規模校の適正化の検討を行ってきた。この間、

学校再編成の課題を整理検討する中で、「東部地域の小学校再編成（第四小学校の閉校）に

向けた実施計画」が平成２２年第３回教育委員会臨時会で承認された。第四小学校の閉校は

平成２４年４月１日を目途としている。こうした経過を踏まえ、本年３月に開催された第３

回市議会臨時会においても、教育長報告を行った。閉校時期については「目途」としている

が、条例上も閉校する時期を確定し、明らかにすることが求められていると判断している。

９月は来年度の予算編成の時期でもあることから、９月議会に条例提案を行い、閉校時期を

明確にしたいと考えている。 

○委員長 これより質疑に入る。何か伺うことはあるか。 

○委員 今年の初に方向性を打ち出され、統合準備会も発足されて会議が持たれているが、そ

の中で今回の条例についてのご意見や、時期についてのご要望などは出ているのか。 

○学校適正化等担当課長 先般、７月２３日に第四小学校に関する統合準備会を開催した。そ

の席で本年９月に閉校条例を提出するという説明をしたところ、特にご意見はなかったので、

了解を得たと理解している。 

○委員 ９月議会に提案することによって、来年度の予算への反映も考えられるという説明が

あった。厳しい財政状況ではあるが、しっかりとした予算の後ろ盾をしていただけるようお
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願いしたい。 

○教育部長 先日、日曜日一日かけて、第四小学校、第六小学校、および神宝小学校の多くの

保護者の方々と、再編成にかかる施設の安全点検ということで、第四小学校付近を点検して

回った。そこでは、街灯や交通安全施設の整備について、今後十分に予算を取りながら進め

ていきたいという話をしている。 

○委員 １学期終了後の現時点での第四小学校に在籍する児童数を伺いたい。 

○学務課長 ８月１日付の集計はまだまとまっていないので、後ほど７月１日付の人数を報告

したい。 

○委員長 この問題については、適正化という重要な問題絡みで重ねて話し合いを行い、また、

事務局は直接、関係の方々との話し合いを重ねられ、その都度丁寧な報告をいただいている。

その結果、ここに改めて条例の制定という形を取ることになった。教育委員会としては、適

正化へ向けてのいわば大方針に立ちながら話し合いをしてきたが、この条例の依頼に応える

ことが教育委員会としての最終的な答えを出すことになる。 

これで質疑を終了する。これより討論に入る。討論なしと認め、採決に入る。「議案第３

３号 東久留米市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定依頼について」を採決する。

本案を可決することに賛成の方の挙手を求める。全員挙手であり、よって、議案第３３号は

承認することに決した。 

  ここで学務課長から報告がある。 

○学務課長 ７月１日付の第四小学校の児童数は１年生が９名、２年生が６名、３年生が１０

名、４年生が１１名、５年生が７名、６年生が１４名の合計５７名、学級数が６学級である。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○委員長 日程第３、「議案第３４号 東久留米市教育振興基金条例（案）について」を議題

とする。なお、本日はこの件に関連して、財務部長と財政課長からご説明いただくことにつ

いてご了承を得たい。 
（財務部長・財政課長入室） 

それでは、教育長から提案理由の説明を求める。 

○教育長 「議案第３４号 東久留米市教育振興基金条例（案）について」、上記議案を提出

する。平成２２年８月３日提出、東久留米市教育委員会教育長、永田昇。提案理由であるが、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長に教育委員会の意見

を述べる必要があるためである。詳細については財務部長からお願いする。 

○財務部長 「東久留米市教育振興基金条例（案）」については、平成２２年第３回市議会臨

時会において、「平成２２年度東久留米市一般会計予算に係る附帯決議」が提出され、可決

している。同予算では旧第八小学校用地売却による財産収入の一部を東久留米市減債基金及

び東久留米市公共施設等整備基金への積み立てる予算を計上したが、同附帯決議の内容を受

け、新たに学校教育の振興を目的とする基金を創設し、その運用を図るため、教育委員会事

務局と協議の上、地方自治法第２４１条の規定に基づき、基金条例を制定するものである。

財源としては、一般会計補正予算として提出した減債基金及び公共施設等整備基金の積み立

て予定額であった４億３,６３０万９,０００円を「（仮称）東久留米市教育振興基金」に積

み立てるものである。基金条例の内容については財政課長から補足説明を行う。 
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○財政課長 「（仮称）東久留米市教育振興基金条例」の各条項について説明する。第１条に

は基金の目的と設置について規定している。第２条で基金の積立額は毎年度予算で定めるも

のとしている。第３条は基金の管理に関する規定である。「基金は確実かつ効率的に運用し

なければならない」とする地方自治法の規定により定めるものである。第４条は基金の運用

益金の処理について規定しているが、同法の規定により、運用益金は予算に計上した上で基

金に繰り入れするとなっている。第５条は財政上必要がある場合、基金の資金を確実な繰戻

しの方法、期間及び利率を定め、歳計現金に繰り替えて運用できると規定している。第６条

は基金の処分について規定しており、規定の設置目的達成のため必要とする財源に当てる場

合に限り、基金を処分することができるとしている。第７条は基金の管理に関してであるが、

この条例に定める以外の必要な事項については市長への委任規定となっている。なお、この

条例の施行日は付則で平成２２年１０月１日と定めている。 

○委員長 これより質疑に入る。何か伺うことはあるか。 

○委員 以前から、教育財産の売買代金は教育に使っていただきたいと申し上げてきた。第３

回臨時市議会での採決を経て、短期間で基金条例として９月議会に上程できることについて

は大変うれしく思っている。学校施設に限らず公共施設全般についても大変な状況だとは思

うが、これからも大規模改修等計画的に行っていかなければならないのでよろしくお願いし

たい。 

○委員長 １０月１日から施行ということであるが、設置期間はいつまでなのか。 

○財務部長 基金を廃止する場合は、新たに廃止条例という形で上程することになるが、廃止

条例が出るまでは存続する。基金条例で基金設置の仕組みをつくったので、後は予算の中で

財源が出れば積み立てを行うとか、先ほどの処分規定により学校予算の中で学校施設の整備

を行う必要が出た場合に基金を充当する際には、予算の中で定めていくことになる。 

○委員長 非常に厳しい財政状況にあることを理解されているからこそ、こういう形での配慮

をいただいていると理解している。これまでのご配慮に対しては十分感謝しているが、学校

現場の実態はまことにもって厳しい状況にあるので、今後とも格別の配慮をいただければと

思う。  

それでは、財務部長と財政課長からご説明をいただいたところで、これを受けて私どもな

りに改めて検討させていただきたい。ここでお二人にはご退席いただく。お忙しいところお

いでいただき御礼申し上げる。 

（財務部長・財政課長は退室） 

この件について改めて何か伺うことはあるか。 

○委員 学校施設の大規模改修は当然やっていくべきことなので、それに充てるのももちろん

ではあるが、教育振興基金という名前を踏まえて、本筋の教育の中身に関しても十分な吟味

をして、学校現場に有効にお金が使われるような形で運用していただきたい。 

○教育長 滝山小学校の閉校の際は半分を売却したが、残りの半分は「わくわく健康プラザ」

として残っている。今回、第八小学校の売却代金は約１１億４千万円と見込まれているので、

その半分の売却代金が将来的に入ってくると思う。 

学校は一般財源、国や都の補助金及び地方債により建設してきたため、閉校に当たっても

特別に教育委員会に配分してくれということは、市長部局には申し上げてこなかった。しか

し、ここで議会から、教育目的に使ったらどうかという附帯決議をあげてもらい、本当にあ
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りがたい話だと思っている。 

  委員が言われるとおり、本来的には大規模改修や耐震工事は、当然、お金があるなしにか

かわらず行わなければならない。基金ができたからこれに使うということではなくて、計画

的に実施していかなくてはならないものである。しかし、一般財源が落ちてくる段階では、

当然やらなければいけないところにもこの基金を使わなければならない。トイレにしても家

庭のトイレとは大分違っている。備品やブラスバンドに使う楽器も不足しており、また、経

年的に各学校の放送設備も大分傷んできており、それも聞くところによると１校１,０００

万、２,０００万の単位で改修工事費がかかるということで、教育委員会がやらなければな

らない施設整備・備品整備は山ほどある。教育委員会としては十分に学校側の意向を聞き、

財務部と協議しながら有効に使わせていただきたいと思っている。 

○委員 第１条の設置の趣旨には、「学校教育」とかなり大きい枠でくくっているが、「小学

校教育」とか「義務教育」とかに限定したほうがいいのではないか。幼稚園と保育園の一体

化ということも政府の中で審議されているので、その意味では広く設置の趣旨を位置づけた

ほうがいいのか、あるいは第八小学校というところが原点なので、小学校教育としたほうが

いいのかについて意見交換させていただきたい。 

○教育長 目的は「教育振興」なので、学校教育だけではなく生涯学習も含まれる。今回は、

学校教育の義務教育施設（第八小学校）がなくなったということで、学校教育に限ってもい

いのではないかと財務部と協議もした。基金も天井上がりに財源が溜まっていくことは考え

られず、第八小学校の残り半分が将来的に１０億円程度で売れ基金に積み立ても、学校教育

に絞ってもいいのではないかと思う。 

  また、委員が言われた幼稚園と保育園の一体化という問題もあるが義務教育とは異なるの

で、幼稚園を含めた論議はまた別の場になると思う。 

○委員長 非常に厳しい市の財政状況の中で、格別の配慮の上で成り立った基金である。市全

体からするとやらなければならないこと、金をかけなければならないことが多々ある中で、

教育関係にいろいろご配慮してきていただいている。市長は市全体の問題を考える立場にお

られることは十分理解するが、われわれとしてはできるだけ有効に教育関係に生かさせてい

ただきたい。この条例を審議するに当たり、そういうことを重ねていろいろな機会に教育長

からもお願いをしていただきたい。 

これで質疑を終了する。これより討論に入る。討論なしと認め、採決に入る。「議案第３

４号 東久留米市教育振興基金条例（案）の制定について」を採決する。本案を可決するこ

とに賛成の方の挙手を求める。全員挙手であり、議案第３４号は承認することに決した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○委員長 日程第４、「議案第３５号 平成２２年度東久留米市一般会計（教育費）９月補正

予算（案）について」を議題とする。 教育長から提案理由の説明を求める。 

○教育長 「議案第３５号 平成２２年度東久留米市一般会計（教育費）９月補正予算（案）

について」、上記議案を提出する。平成２２年８月３日提出、東久留米市教育委員会教育長、

永田昇。提案理由であるが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定によ

り、市長に教育委員会の意見を述べる必要があるためである。詳細については、総務課長以

下担当課長が説明する。 
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○総務課長 １枚目をご覧いただきたい。所管は総務課で、事業名は「公共施設エネルギー管

理報告書作成等委託」である。エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネ法の改正に伴

い、公共施設のエネルギーの使用量が年間１,５００kl以上を超えた場合は、事業者にエネ

ルギーの管理を行うことが義務づけられた。「事業者」は市長部局と教育委員会とが、別々

の事業者となる。報告する内容は使用状況の報告、定期報告、さらに中・長期計画の提出で、

これは年に１回提出することが義務づけられている。契約自体は市長部局、教育委員会とを

合わせて業務委託していくことになる。管理する教育施設は市長部局も合わせて１０２施設、

内訳は市長部局が７１施設、教育委員会は３１施設である。この委託を来年度以降継続する

かについては、現在、検討している。市長部局を含めた全体の業務委託の予算総額は３１５

万円である。教育委員会は３１施設あるので、按分すると教育費の予算は９4万５,０００円

となる。財源は一般財源である。エネルギーの使用量については２１年度の１年間分につい

て、７月末日に経済産業省に報告している。理由は教育委員会の使用量は１,８３９klで１,

５００kl以上を超えていることによる。 

○学校適正化等担当課長 ２枚目をご覧いただきたい。所管は学校適正化等担当で、事業名は

「市立第八小学校記念碑設置工事」である。旧第八小学校の敷地が都立六仙公園の一部にな

る予定であることから、記念碑を設置してもらいたい旨の要望が保護者及び地域住民から出

されている。これについては中部地域の小学校統合準備会でも議題になり、市としては設置

するよう努力するとの回答をしている。１２月補正予算ではなく９月補正予算で対応する理

由であるが、記念碑のデザイン等、今後、保護者との調整期間を考えると、この９月に補正

予算を要求したほうが期間的に良いだろうという判断からである。一方、平成２３年度予算

として、記念碑設置のための負担金を東京都に支払い、東京都に設置することを依頼する方

法もあるので、一つにはこういう方法もあるということで載せている。東京都に相談したと

ころ、こういう手続きを取る場合には、覚書のようなものを交わしていくことになるだろう

ということであった。教育委員会としては、あくまでも、今回の補正予算で今年度中に対応

したいと考えている。 

○指導室長 ３枚目をご覧いただきたい。所管は指導室、事業名は「問題を抱える子ども等の

自立支援事業委託金」である。これについては、教育センター事業の一環として、不登校対

策支援事業については昨年度まで「問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金」という名

目で国庫支出金を受けていたが、平成２２年度は国の委託事業の統合化が図られ、委託金の

名称が「生徒指導・進路指導推進事業委託金」に変更されることとなり、予算も大幅に減額

されることとなった。ついては、当初予算に計上していた「問題を抱える子ども等の自立支

援事業委託金」を廃止するとともに、「生徒指導・進路指導推進事業委託金」を創設する旨

の補正予算を計上するものである。ただし、この事業については今回の歳入減により財源構

成の変更が生じたため、当初の計画どおり実施するためには一般財源の持ち出しが生じるこ

とになった。なお、今回は減額補正のため要求額はゼロである。 

続いて、「理科支援員等配置事業」をご覧いただきたい。「理科支援員配置事業」につい

ては、独立行政法人による科学技術振興機構の事業の一環としてこれまで行われており、大

学生や退職教員等の有用な外部人材を理科支援員として公立小学校５・６年生の理科の授業

に配置して、理科授業における観察、実験活動の充実並びに教員の資質向上を図ることを目

的として、東京都教育委員会と市教育委員会が業務委託契約を締結し、委託金額内で実施し
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ている。本市では平成２０年度から実施しているが、平成２１年１１月に行われた行政刷新

会議において削減対象事業となった。結果として、理科支援にかかわる全体予算が大幅に減

額されたことにより、本市でも当初１１学級での実施を予定していたが、その後の調整によ

り４学級で実施する運びとなり、今回、理科支援員等配置事業の歳入並びに歳出について減

額補正を行うものである。具体的には報償費の減額が７１万円になり、事業費合計は６９万

５,０００円を減額するものである。続いて、「スポーツ推進校事業」をご覧いただきたい。

東京都教育委員会では、学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえ、児童・生徒の健康増進や体力

向上を図るとともに、積極的に運動やスポーツに親しみ、心身の調和的な発達を遂げ、進ん

で平和的な社会の実現に貢献するなど、学校として積極的な取り組みを行うスポーツ教育推

進校を指定して事業を行っている。当初予算計上時には５校の実施を見込んでいたが、ここ

で実施校の拡大が認められたため実施校を７校に増やし、スポーツ教育振興事業にかかわる

歳入並びに歳出経費に関して増額補正の予算を計上するものである。 

○委員長 これより質疑に入る。何か伺うことはあるか。 

○委員 「公共施設エネルギー管理報告書作成等委託」について伺いたい。報告しなければい

けないものだとすると、備考欄に「来年度以降も継続実施を検討中」とあるが、検討する余

地はないのではないか。 

○総務課長 「検討中」とあるのは、使用量の報告等３点の報告事項があるので、業務委託自

体をどこまでの範囲にするかということである。今回が初めてのため、使用量の報告自体は

市長部局による調査の数値を報告するが、来年度以降はそれも含めてどうしていくかという

ことであるため、「検討中」と記入している。 

○教育長 委託してでき上がった報告書を見て、市長部局と教育委員会の職員がどれだけ自分

たちでできる部分があるかを検討して、できるところは自前でやれれば、ということである。

最終的には全部委託するかもしれないが、自分たちができるところがあれば何十％かでも削

って財源的に浮かそうということである。 

○委員長 第八小学校の記念碑については、東京都との絡みや保護者の意見もあるが、最終的

にはデザイン等はどこで決定するのか。 

○学校適正化等担当課長 デザインについては市教育委員会と保護者、さらに地域の方々と調

整しながら、ということになる。 

○委員長 最終的にはこの場に報告があるのか。 

○学校適正化等担当課長 最終的には、保護者と教育委員会とで調整する。３案いただいてお

り、予算の範囲内で再調整するが、デザインなどは市で決定する。 

○教育長 「東京都との調整」とは、東京都に負担金を渡して設置してもらったらどうかとい

う財政課の発想のことであるが、それは行わず、市が設置するということでご理解いただき

たい。保護者等のご意見を聞いて一定の案があがってきているので、事務局が決めたら、教

育委員にもご覧いただきたい。なお、保護者やＯＢの方とのご意見とは異なるかもしれない

が、参考のために伺いたいと思っている。 

○委員長 精神が形になることについては、いろいろ意見があるだろう。 

○教育長 第八小学校の在校生で閉校前に転校していった方やＯＢの方もおいでになる。また、

同校にお子さんが通学していなくても、いろいろサポートしていただいた方々のご意見もあ

る。「第八小学校のため」という皆の気持ちは変わらないが、すべての方のご意見をどのよ
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うに調整してまとめていくかについては、あらためて報告する。 

○委員長 記念碑の「記念」とは、第八小学校がここにあったということなのか。 

○学校適正化等担当課長 そうである。３案の中にも、「校歴を載せる」「いつ設置されて、

いつ閉校になった」とかの文案がある。 

○委員長 後ろに碑盤を置くのか。 

○学校適正化等担当課長 そうである。案の中には自然石の表に校歌を入れて、裏に楽譜や校

歴を入れるというものもある。あるいは「第八小学校の八の字がいい」「もっと平面的なも

のがいい」という案も出ているが、いずれも第八小学校がここにあったという証のようなも

のを残したいという趣旨である。 

○委員長 滝山小学校の場合は入口に記念碑があり、校歌が刻んであったようであるが。 

○教育長 今回も校歌を入れる案が出ている。 

○学校適正化等担当課長 現時点ではあくまでも案ということでご理解いただきたい。 

○委員 第八小学校の閉校準備会は閉校後も１年間は存続することになっているので、話し合

いの場は残っている。そこにも諮られるのか。 

○学校適正化等担当課長 これまで３校連絡会と４校連絡会があった。３校連絡会でも話し合

う予定であるが、記念碑に関しては、改めてこれまでのような統合準備会を招集する考えは

ない。この案を出した方の中には統合準備会のメンバーがお二人いるので、そこで案を固め

てからと考えている。統合準備会で案を固めることは、現時点では考えていない。 

○委員 統合準備会の議題の中でも、記念碑のことは上がっていたと思う。準備会は滝山小学

校のときのことも踏まえて、閉校後に起きてくることを話し合ったり、いろいろ検討してい

く必要性も出てくるだろうから１年ぐらいは残したほうが良いということで決めているので、

代表で出てこられた方々のいる場でも話し合ったほうがいいと思う。 

○学校適正化等担当課長 委員の言われるとおり、統合準備会でも記念碑の議題が出ているが、

その折にデザイン等はお任せいただくということで了解は得ている。 

○委員長 記念碑の作成は大変なことだが、よろしくお願いする。でき上がったところで拝見

したい。理科支援については大いに力を入れなければならないが、厳しい状況の中、目いっ

ぱい頑張っていただきたい。「スポーツ推進校事業」については、実施する学校としない学

校があるのか。 

○指導室長 基本的には学校からの希望を募っており、学校長の判断により実施する学校とし

ない学校が生じている。 

○委員長 体力をつけなければならないことも必須問題である。教育目標でも知・徳・体と一

般にも言われているが、私としては体・知・徳でもいいと思っているぐらいである。希望が

出ない学校はほかにやりたいことが当面あるとか、あるいは体制がちょっと整い切らないと

か何かあるのか。 

○指導室長 委員長が言われるとおり、希望しない学校の中には特色ある活動をしていくなど、

別の体育方面での取り組みをしている学校もある。たまたま、都のスポーツ推進校事業に名

乗りを上げて実施しようとする学校が今回は７校であるが、他の学校についても、決して体

力の育成等についておろそかにしているということではない。 

○委員長 日常的にも体育やスポーツについては、十二分にいろいろとご配慮いただいている

と思う。 
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これで質疑を終了する。これより討論に入る。討論なしと認め、採決に入る。「議案第３

５号 平成２２年度東久留米市立一般会計（教育費）９月補正予算（案）について」を採決

する。本案を可決することに賛成の方の挙手を求める。全員挙手であり、議案第３５号は承

認することに決した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○委員長 日程第５、「議案第３６号 平成２２年度（平成２１年度分）東久留米市教育委員

会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（案）について」を議題

とする。教育長から提案理由の説明を求める。 
○教育長 「議案第３６号 平成２２年度（平成２１年度分）東久留米市教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書（案）について」、上記議案を提出

する。平成２２年８月３日提出、東久留米市教育委員会教育長、永田昇。提案理由であるが、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定により、教育委員会は毎年、その

権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その報告書を議会に

提出するとともに公表することが義務づけられたためである。詳細については総務課長から

説明する。 

○総務課長 本件については６月９日を皮切りに協議会や定例会でのご意見・ご指摘等を踏ま

え、事務局では修正等を加えてきた。今回は有識者のご意見も掲載しており、本日の定例会

に議案として提出するものである。本日は、前回からの変更点について各所管から説明を行

い、最終的なご審議をいただいきたい。お示しした本報告書（案）は議決後の９月には市議

会へ提出し、同時にホームページ等で公開していきたいと考えている。 

○委員長 順次ページを追って、説明していただきたい。 

○指導室長 １０ページをご覧いただきたい。「①特色ある学校づくりの推進」のところであ

るが、「東久留米市立小中学校特色ある学校づくり推進事業補助金交付要綱」についてはか

ぎ括弧をもって明確にするようにというご指摘により、かぎ括弧をつけて要綱である旨を明

確にしている。１２ページの２行目「これらの研修は本市の教員の約４分の１に当たる」の

ところは余分な言葉を削除した。１７ページの「②少人数学習の推進」のところであるが、

前回までの「習熟度に応じた少人数学習集団による授業」という表現が分かりにくいという

ご指摘については、「少人数学習集団による授業は、習熟度別学習による授業とティームテ

ィーチング授業と合わせると、全小・中学校で実施している」と修正している。「③多様な

教育の推進」の課題・評価のところであるが、「少人数学習集団による授業は『算数ルー

ム』『少人数教室』などの名称を付けて実施している小学校が１１校あり、教室の学習環境

を整備したり、既習学習内容を掲示したりして、意欲的に取り組んでいる」についても、

「少人数学習集団による授業、ティームティーチング授業は、算数ルーム、少人数教室な

ど」という不適切な表現であったため、今回のように修正している。 

○学校適正化等担当課長 ８ページの「①機能的な学校づくりの推進」という施策の方向タイ

トルついて、さらに、「学校再編成事業」がここだけ出てくるのでもう少し説明が必要では

ないかというご指摘をいただいたので、「機能的な学校づくり」の２行目から、「本市にお

ける学校の適正規模の推進は」というところから４行目、「最優先課題として取り組んでい

る」と挿入している。 
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○教育部主幹 ２９ページの「②スポーツ事業の充実」のところであるが、「スポーツに定期

的に取り組まない市民に対して」のところの「取り組まない」という表現を「取り組むこと

のない」と変更した。 

○委員長 この間重ねて何度も検討いただいてきた。委員から改めて何かあればご発言いただ

きたい。何よりも大事なことは、事務的な処理ということを超えて、教育委員会としてやっ

てきたことのまさに自己点検であり自己評価でなければならない。点検や評価というものは

毎々申し上げているように、厳しい自己批判・自己点検に立たなければならない。そういう

意味でわれわれのこれから先へ向けての仕事のありようを含めてお考えいただき、そうした

観点からご意見なりをお出しいただきたい。 

○委員 ４９ページの協議会日程の開催日の日程で「２１年１月５日」は「２２年１月５日」

ではないか。 

○委員 同じく４９ページの下から二つ目の教育長研修会も「２０年」になっているので訂正

願いたい。 

○教育長 いずれについても再確認し、「２１年」「２２年」に訂正する。 
○委員 二人の有識者からは、「ここはこうしたほうがいいのではないか」「こういう対応が

いいだろう」など、たくさんのご意見をいただいている。まだ半分以上年度が残っているの

で、ぜひこういったご意見を生かした取り組みを進めていけたらいいと思っている。 

○委員長 有識者のご意見はご意見として、関連してのご意見はないか。 

○委員 例えば、道徳についてふれられている内容については、これから地区公開講座を開く

ところもたくさんあるので取り入れることはできるし、また、国際理解教育の推進のために

行っていることを報告に入れたほうがいいのではないかとか、「就学支援シートは任意の提

出であるが全員のほうがいいのではないか」などいろいろご意見をいただいていることにつ

いては、できることとできないことはもちろんあるが、今までやってきたことで、さらに発

展できることがあれば、コメントの内容を今後しっかりと考えていただきたい。 

○委員長 有識者のご意見については当然のことながら尊重されるべきであるが、事実につい

てのご理解が異なっている場合にはご説明すべきであろう。３７ページ中段の小・中学校連

携にかかわるところで、「小学校教育、中学校教育の計９カ年を通して児童・生徒に培う資

質・能力と態度を明確にされているということを厳しく認識し、学校教育を推進することが

求められている。このことに関連した事務事業の点検と評価をもっと強調する必要がある」

と指摘されている。これは、「教育委員会が厳しく認識していない」ととれる内容である。

例えば小・中連携にかかわる問題としては、１５ページの「①学校間の連携の推進」のとこ

ろで触れている。見ようによっては小学校の側からとも言えるが、受けとめる中学校もある

ので、中学校側も当然配慮されてそれなりに努力してくださっていると理解できるし、事実

そうである。それについての報告として少し触れているが、１５ページの表現の限りでは不

十分かということなので何か意見があれば伺うし、学務課の言うとおり１５ページの内容で

いいのではないかという意見もあるだろう。 

○委員 小・中連携と特別支援のことが一つ一つのパラグラフに書かれているが、課題・評価

のところでは障害のことだけが述べられており、小・中連携については何もコメントしてい

ないことを指摘されているのではないか。要するに、やっていることは述べられているが、

それについての課題・評価で触れていないので、よくやっているならよくやっている、もっ
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とこうしたいならこうしたいということを述べたらいかがかというご指摘なのではないか。 

○委員長 学務課でもう一遍受けとめていただき、お任せしてよろしいか。 

○委員 結構である。 

○委員長 同じページの下段では、生きる力に関連して、教育課程の編成と運営、実施に生か

していくことへの期待が寄せられているが、その辺のところも含めてということだと思う。

また、教育委員会全体の、あるいは教育委員の努力に対して高い評価をいただいているのは

ありがたいが、３８ページの上から２行目、「信頼される教育活動の必要十分な条件の具体

化と考えられる」と認めていただきながら、「さらなる授業の改善を」と指摘されているの

はいかがか、整理の要ありと思う。 

４２ページの７行目に、「市民の利用、活用、要求、欲求への対応に愛を感じる」と書か

れているが、これは先生のお人柄を思わせる素晴らしい表現だと思う。こういう報告書には

珍しい表現であるが、心がこもっているというご指摘なので、ありがたいご指摘として受け

とめた。 

続いて、お二人目の有識者のご意見であるが、基本方針１のところで、「学校安全ボラン

ティアの募集活動がどの程度積極的に行われているのか疑問に思ったと」と指摘されている。

実際にはどういう形で募集活動が行われているのか。 

○委員 私は学校安全ボランティアの一員であるが、数年前に「学校安全協議会」で各学校が

地域や評議員、さらに支援してくださっている方などに呼びかけて始まったと思う。 

○委員長 自主的に集まられたのか。 

○委員 自主的に学校が呼びかけて集めているところや、ＰＴＡが協働したり、また、青少協

が一緒に加わったりして地域に人材を求めている学校が多いと聞いている。セーフティ教室

と連動して地域の方をお招きして、そこで安全について協議したりする活動を各学校が行っ

ているようである。 

○委員長 有識者のお考えでは、ボランティア活動をやってもいいという方は団塊の世代にも

たくさんおいでになるのに、ところによっては数が少ないとか、いないとかというような状

況であるということは、募集活動が弱いのではないかという疑問のようであるが。 

○教育長 学校側からも働きかけているが、自らボランティアに参加していただいている方も

いる。老人クラブ連合会の見守りをする団体があるが、それは２００人を超える同連合会の

有志の方々によるもので、各学校を地域で分けて活動されている。地域ごとにボランティア

活動をしていただいているが、そういった方が積極的に、自分たちからボランティアをやり

たいということで参加されていると思う。 

○委員長 学校によっては登録がなかったり、人数に差もあるが、実際にはボランティアとし

て高齢者も一生懸命やってくださっているということである。 

○教育部長 課題として挙げている内容をご覧になって指摘されていることなので、事務局は

そう受けとめている。 

○教育長 確かに、通学路は一定の距離があり、見回りでパトロールしてくださる方の人数が

多ければ多いほどいいので、保護者の協力が、例えば５００人得られるところと第四小学校

の場合とではかなり違うだろう。また、団地周辺では住民自体が少なくなっているので、協

力は得にくいだろう。  有識者の評価については、部長の説明のとおり、基本的には前段

が私たちが点検・評価するところであって、報告書ができ上がった後に有識者が評価するも



 

－12－ 

のであると思う。有識者のいろいろなご指摘は私ども教育委員会として、できるところはし

ていかなければいけないと思っている。基本的には先生方の評価は評価として受け止めて、

また、有識者のご意見についての議論は、別のところで行う機会もあろうかと思っている。 

○委員長 厳しいご意見についても受け入れる度量そのものが自己点検・評価になっていくと

思っている。われわれは自分たちの仕事の中身をこの点検・評価によってさらに確認するの

である。改めて全体にわたって何かあれば伺いたい。 

○委員 この報告書は教育委員会で議決後に議会に報告し、市民にも公表するので、共通のコ

ンセンサスが必要だと思うことから、昨年からの議論もあり、指導室の説明もあったが、教

育課程の運営と授業改善について再度伺いたい。１１ページの一つ目の主要施策の方向につ

いては委員長からも指摘があったが、「教員の意識改革を図り、授業改善に生かすため

云々」のフレーズは必要なのかどうかについてずっと考えていた。その前段で１００％の週

案の提出もあり、評価基準の公表も行っているということで、ここに「教員の意識改革」と

あるが具体的にどういうことが必要なのかはっきりしてこない。この文章だけで言えば授業

公開に積極的に賛成していないともとれるので、全体の流れからいっても少し違和感がある

と思う。 
○委員長 委員の言われるとおり私も重ねて申し上げているが、来年へ向けて十分検討したい。

これは前室長の説明も受けており、過去の歴史も含めて東久留米の教育の特性ということも

あるだろうが、前回の審議の際、来年、改めてこの項目についてはよく検討していこうとい

う話になっているのでご理解いただきたい。 

内容にかかわって、幾つか来年検討しなければいけないこととして問題提起をしておきた

い。２８ページの一つ目の主要施策の方向のところで「保護者は云々」とあるが、だれのこ

とを言っているのかよく分からない。親のことだと思うが、「保護者は子どもの教育に第一

義的責任を有します。そのため、生活に必要な習慣を身につけ、自立心を育成し、心身の調

和のとれた発達が図れるよう～」とあるが、これはだれの発達をだれが図るのか。親が家庭

教育に第一義的な責任を持つと、だから親自身がまず生活に必要な習慣を身につけ、自分で

自立心を育成し、心身の調和のとれた人間になるように、親が考えられるように教育委員会

は家庭教育への支援を推進するというのか。また、親が子どもに必要な習慣を身につけさせ、

自立心を育成し、心身の調和のとれたそういう発達を促すべく親が努めなければならない。

親が努めるための支援を教育委員会がするという意味なのか。トータルで親の人間形成が促

せるような配慮を教育委員会としていろいろすべき必要はあると思う。 

  ３３ページの「③図書館事業の充実」のところで、「滝山図書館が休んでいる間、臨時の

窓口をわくわく健康プラザに置いた、資料所蔵のない窓口であったが予想を上回る利用があ

った。図書館利用の新たな形態として注目できる」という指摘は大変良いことだと思うが、

資料所蔵のない窓口で何をどうしたのか。 

○図書館長 「臨時窓口」と言っても本や雑誌は置いてない。予約により用意できた本の受け

渡しをする形で設置したものであったため、それほどのご利用はないと予想していたが、イ

ンターネットの普及等もあり、予想以上に利用される方が多かったということである。 

○委員長 こういうことは新しい図書館運営の一つの発見にもなるし、今後の参考になるいい

報告だと思う。点検・評価の報告書についてはやればやるほど何か出てくる部分があるが、

回を重ねる中でかなりいい形のものになっていると思うので、最終的なまとめに当たっても
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う一遍お骨折りいただきたい。 

これで質疑を終了する。これより討論に入る。討論を終了し、採決に入る。「議案第３６

号 平成２２年度（平成２１年度分）東久留米市教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価報告書について」を採決する。本案を可決することに賛成の方の

挙手を求める。全員挙手であり、よって、議案第３６号は承認することに決した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎その他 

○委員長 その他に入る。事務局から何かあるか。 
○教育部長 ない。 

○委員長 次に進む。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諸報告 

○委員長 日程第６、諸報告について。「①第１回東久留米市学校給食運営協議会会議録につ

いて」から、順次報告願います。 

○学務課長 諸報告の①から⑤まで続けて報告する。①から③までは７月５日の第７回教育委

員会で質問いただいた件である。報告資料１をご覧いただきたい。第１回東久留米市学校給

食運営協議会については６月１８日の金曜日、午後３時から７０１会議室で開催した。議事

内は以下のとおりである。教育長のあいさつの後、座長と副座長の選出を行い、座長に学務

課長、副座長には下里中学校副校長が選出された。協議会の目的は、保護者と関係者の意見

を反映させることにより、学校給食の充実を図ることであると要綱により説明した。また、

小・中学校の給食実施状況について、２１年度の給食の実績報告も配布している。こちらで

小・中学校別々に実績報告を出しているので後ほどご覧いただきたい。その他としては、小

学校給食調理業務委託の導入について、本年４月から第七小学校に導入して、来年、第一小

学校及び第九小学校、さらに翌年には小山小学校で委託するということも説明した。続いて、

学校給食の危機管理マニュアルの改訂について、小学校で民間調理が始まること、また、ア

レルギー対応、エピペンについての対応が変わってきているため、今回改訂をしたというこ

との説明をしている。続いて、事故報告とヒヤリハット事例報告として、４月から小学校で

ヒヤリハット事例が２件、中学校で４件の報告があったことを報告している。具体的には、

小学校ではビニール片としゃもじ片、中学校では髪の毛２件と砂利粒１件、小虫１件という

状況である。ご意見やご要望等も伺い、第２回目を１１月４日、第３回目を１月２５日に開

催するとお伝えし、午後４時３０分に閉会した。続いて、②学校給食のヒヤリハット事例に

ついてはただ今の会議録の中で説明させていただいたので省略する。続いて、「③第一小学

校及び第九小学校の給食調理業務委託の進捗状況について」を報告する。第１回選定委員会

は７月３０日の午後１時半から、７０１会議室で開催した。内容については業者の選定方針

について、一次、二次審査を行い決定する。初年度は１年契約で、次年度以降複数年契約を

検討する。一次審査は第一小学校と第九小学校で行い、二次審査は両校合同で行うが、採点

は別々に集計し、決定も学校別とする。選考した結果、両校とも同じ業者になることも別の

業者になることもあり得るということを説明している。選定スケジュールについてであるが、

９月１日から募集を開始し、選定に当たっては保護者の意見を取り入れて採点に反映する。

二次審査は１１月３日の祝日に行う。契約は１２月８日を目途とすることで了承をいただい
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ている。一次審査では選定基準に従って書類審査を行い、各審査項目の配点は保護者の意見

を反映させて決める。食育に関するスタンスやその実現方法は、二次審査では詳細に審査す

ると説明している。会議は１４時に終了している。 

  続いて、報告資料２の「東久留米市立学校給食調理業務委託事業者選定委員会設置要綱」

であるが、昨年、第七小学校が委託したときと変更になっているところだけを報告する。

「運営」であるが、第５の３で「委員長は必要に応じて、対象校別に委員会を開催すること

ができる」ことを、来年度は第一小学校と第九小学校の２校になるために加えている。裏面

の委員名簿であるが、メンバーは教育部長をはじめ指導室長、小学校長、食育リーダー、栄

養職員、給食調理員である。昨年までは学務課長も委員に入っていたが、今年度から外して

いる。 

続いて、報告資料３の「２０年間の児童・生徒数の推移」をご覧いただきたい。これは、

５月２０日開催の第５回教育委員会定例会で報告した、平成２２年度児童・生徒数、学級数

についての報告の際にご要望いただいた資料である。平成３年度から２２年度まで、各学校

の通常学級と特別支援学級を分けて数値を表にしたものである。裏面であるがそれをグラフ

にしたものを通常学級と特別支援学級に分けて推移を掲載している。中学校についても小学

校と同様に作成している。 

○委員長 この件は以上にとどめる。続いて、「⑥東部地域（第四小学校）のその後の状況に

ついて」の説明を求める。 
○学校適正化等担当課長 ７月１８日に通学路の安全点検を行った。第四小学校から神宝小学

校に通う場合と第四小学校から第六小学校に通う場合の二つを想定し、安全点検を行った。

これには統合準備会の構成員のほかに第四小学校の保護者にも参加していただいた。午前と

午後に分けて行ったが、合わせて３０名ほどの参加があった。安全点検の結果、「道路が狭

い」「交通量が多い」「急坂を上ったところに交差点、止まれの標識がない」などかさまざ

まな意見が出された。第２回目の統合準備会は７月２３日に第四小学校で開催した。議題は、

通学路の安全点検結果についてである。さまざままたご意見が出されたが、今後、施設管理

の担当や、場合によっては警察あるいはそれ以外の関係部署に相談要請をしていくことにな

る。二つ目の議題は第四小学校の閉校条例についてであるが、本年９月に条例案を提出する

ことの説明をし、了解をいただいたと認識している。第３回目については、９月議会の閉校

条例に関する結果の報告を兼ねるという意味で、９月下旬に開催することで了解を得ている。 

  統合準備連絡会は第四小学校の保護者、同校の校長及び事務局とで開催するものであるが、

これの第１回目を８月８日の日曜日に第四小学校で開催する。このときに、保護者からさま

ざまな要望等をいただくことになると思う。 

○委員長 重ねていろいろお骨折りをいただくことになるが、よろしくお願いしたい。この件

は以上にとどめ、次の報告を求める。 

○生涯学習課長 本日、「社会教育のあらまし」を配付している。生涯学習課の事業及び図書

館の事業の実績や講座、イベント等の内容が説明されているので後ほどご覧いただきたい。 

○委員長 以上をもって諸報告を終わる。本日の臨時会は盛りだくさんで、しかも大事な問題

についてご協議いただいた。点検・評価の報告書については一応完成する格好になるが、そ

の間のご苦労に感謝すると同時に、来年からの問題意識を喚起する出発点でもある。そうい

うものとしてご確認いただき互いに完成の労をねぎらいたい。 
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

○委員長 これをもって、平成２２年第４回教育委員会臨時会を閉会する。 
（午前１１時１７分） 
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